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●
申
告
が
必
要
な
人

【
給
与
所
得
者
】

①
２
カ
所
以
上
で
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
人

②
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る
人

③
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人

【
そ
の
他
】

①
事
業
所
得
（
商
業
・
工
業
・
農
業
・
漁

業
な
ど
）
が
あ
る
人
　

②
地
代
・
家
賃
収
入
、
不
動
産
の
譲
渡
な

ど
の
所
得
が
あ
る
人

●
申
告
に
必
要
な
も
の
　

①
申
告
書
を
お
持
ち
の
人
は
、
そ
の
「
申
告

書
」
　
②
印
鑑
　
③
給
与
・
年
金
等
の
「
源

泉
徴
収
票
」
　
④
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険

料
・
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
の
あ
る
人
は

「
証
明
書
」
　
⑤
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

は
、
支
払
っ
た
医
療
費
の
「
領
収
書
」
　
⑥

住
宅
借
入
金
（
取
得
）
等
特
別
控
除
を
受
け

る
人
は
「
登
記
簿
謄
本
」
「
住
民
票
」
「
工

事
請
負
契
約
書
等
の
写
し
」
借
入
金
の
「
残

高
証
明
書
」
な
ど

●
還
付
申
告
に
つ
い
て
　

　
所
得
税
の
還
付
の
確
定
申
告
は
、
１
月

か
ら
税
務
署
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
還
付

先
の
口
座
番
号
・
金
融
機
関
（
支
店
含
む
）

の
分
か
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ
　
光
税
務
署
個
人
課
税
部
門

 

０
８
３
３(
７
１)

０
１
６
６

　
所
得
税
や
市
県
民
税
の
申
告
の
時
期
に

な
り
ま
し
た
。
国
税
で
あ
る
所
得
税
は
税

務
署
に
、
地
方
税
で
あ
る
市
県
民
税
は
市

役
所
税
務
課
に
、
３
月
16
日

ま
で
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
告
が
必
要
な
人
　

　
平
成
21
年
１
月
１
日
現
在
、
光
市
に
住

所
が
あ
っ
た
人
で
次
に
該
当
す
る
人

①
給
与
の
ほ
か
、
営
業
、
農
業
、
不
動

産
、
配
当
、
譲
渡
等
の
所
得
が
あ
っ
た
人

②
所
得
が
年
金
の
み
で
、
各
種
控
除
（
社

会
保
険
料
や
扶
養
等
の
控
除
）
を
受
け
よ

う
と
す
る
人

③
前
年
の
収
入
が
な
い
人
で
、
国
民
健
康

保
険
の
法
定
減
額
制
度
の
適
用
を
受
け
る

人
や
、
児
童
手
当
・
公
営
住
宅
入
居
等
の

申
請
で
所
得
証
明
・
課
税
証
明
書
等
が
必

要
な
人

　
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
人
や
、
他
市
町

村
か
ら
転
入
し
て
き
た
人
等
に
は
市
県
民
税

の
申
告
書
を
１
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

【
注
意
】

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人
は
、
原
則

と
し
て
市
県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す
。

②
年
末
調
整
済
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が

20
万
円
を
超
え
な
い
場
合
、
所
得
税
の
申

市
県
民
税
の
申
告

 所得税・市県民税の申告は、お早めに

●国税庁ホームページから電子申告
　自宅から国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」を利用してe-Ｔaxに
送信することができます。

●最高5,000円の税額控除

　平成20年分の所得税の確定申告書の提出
を本人の電子署名および電子証明書を付し
て、申告期限内にe-Ｔaxで行うと、所得税
額から最高5,000円の控除を受けることがで
きます。（平成19年分の確定申告で本控除

の適用を受けた人は受けられません）

　

所得税の申告はe-Ｔaxで

所
得
税
の
確
定
申
告

～申告期限は3月16日（月）です～



3

告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
市
県
民
税
の

申
告
は
必
要
と
な
り
ま
す
。

●
申
告
に
必
要
な
も
の
　

①
申
告
書
と
印
鑑
（
認
め
印
で
可
）
　
②
所

得
の
計
算
根
拠
と
な
る
書
類
（
給
与
・
年

金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
）
　
③
各
種
控
除

を
受
け
る
場
合
は
、
そ
の
証
明
書
や
支
払

い
の
分
か
る
領
収
書
な
ど
　
④
そ
の
他
申

告
に
必
要
と
思
わ
れ
る
資
料

●
申
告
場
所
　

　
下
表
の
相
談
会
場
、
ま
た
は
市
役
所

税
務
課
市
民
税
係
・
大
和
支
所
で
受
け

付
け
ま
す
。

◎
問
合
せ
　
税
務
課
市
民
税
係

　
　
　
　
　

０
８
３
３(

７
２)

１
４
０
０

　　

　
所
得
税
の
申
告
を
２
月
16
日

か

ら
３
月
16
日

ま
で
（
土
・
日
曜
日

は
除
く
）
は
、
市
役
所
税
務
課
な
ら
び

に
大
和
支
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
申
告
時
期
は
窓
口
が
大
変
混
雑
す

る
た
め
、
で
き
る
だ
け
各
地
区
の
申

告
相
談
日
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
申
告
書
を
事
前
に
記
載
し

て
お
持
ち
い
た
だ
く
と
、
手
続
き
が

簡
単
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料

の
納
付
済
通
知
書
に
つ
い
て

市
役
所
で
の
受
付

　
１
年
間
に
納
付
さ
れ
た
国
民
健
康
保

険
税
（
普
通
徴
収
分
）
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
（
普
通
徴
収
分
）
、
介
護

保
険
料
（
普
通
徴
収
分
）
の
納
付
済
通

知
書
を
今
年
も
納
税
者
の
皆
さ
ん
へ
発

送
し
て
い
ま
す
。

　
確
定
申
告
や
市
県
民
税
で
社
会
保
険

料
控
除
の
申
告
を
す
る
際
、
こ
の
通
知

書
を
控
除
の
証
明
書
と
し
て
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
さ
れ
た
金
額
は
、
社
会
保
険
庁
な

ど
か
ら
届
く
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。

　平成21年度市県民税において、住宅ローン控除を受けるた
めには、申告が必要になります。下記に該当する人は、3月
16日 までに申告をお願いします。

　平成11年から平成18年12月末日までに入居した人で、次の
どちらかに当てはまる人
●平成20年度に住宅ローン控除を受け、「市県民税住宅ロー
ン控除申告のご案内」が届いた人
●平成20年度は控除を受けていない人で、年末調整または確
定申告において所得税の住宅ローン控除を受け、所得税額が0
円になった人（平成19年に産休、育休などを取得していた人
や収入が大幅に増減した人はご注意ください。）

市県民税住宅ローン控除の申告をお願いします

右表の日に申告できない場合、3月16日
までに市役所税務課市民税係、または

大和支所にお越しください。

【年金受給者　確定申告前説明会】　 
会　場 開催日 

あいぱーく光 
1階いきいきホール 

大和スポーツ 
　　　センター 
　　　1階会議室 

 

午前の部 

9：30

13：30

午前の部 

9：30

午後の部 

　午前の部は9時30分までに、午後の部は 
13時30分までにご来場ください。 
　なお、大和スポーツセンターは、午前の 
部のみとなります。 

 

4日(水)

開始時刻 

5日(木)

6日(金)

島田公民館 
　　　2階会議室 

13：30午後の部 

9：30午前の部 

 

2月 

2月 

2月 

 光市総合福祉センター 

【市県民税の申告相談日程】 

会　　場 開　催　日 時　　間 相談地区 

室積公民館 

市役所市民税係 

牛島公民館 

島田公民館 

浅江公民館 

束荷公民館 

周防公民館 

大和支所 

  

三井地区 

束荷地区 

室積地区 

上島田地区 
中島田地区 

牛島地区 

島田地区 

浅江地区 

周防地区 

大和地域 
  9：00～16：00

三島公民館 

農村婦人の家 

塩田公民館 

  9：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～16：00

10：45～15：30

光井地区 

  9：00～16：00

  8：30～17：15

2月  9日(月)～10日(火) 
2月12日(木)～13日(金) 
2月16日(月)～18日(水)

2月19日(木)

2月24日(火)～25日(水)

2月20日(金)

3月3日(火)～4日(水)

3月5日(木)

3月10日(火)～11日(水)

3月12日(木)～13日(金)

（束荷・塩田 
　　　地区含む） 

2月26日(木)～27日(金)

3月4日(水)

3月6日(金)

  9：00～16：00

  9：00～16：00 塩田地区 

  9：00～16：00


